
新潟市と大塚製薬株式会社との包括連携協定に係る取組み

１ 健康維持・増進に関すること ２ こころの健康づくりに関すること

３ 熱中症対策に関すること

○成人・高齢者の健康増進
・健康情報の発信、健康づくり事業への協力
○女性の健康増進
・女性の健康セミナー等の実施
○健康経営に関する情報提供
・健康経営情報サイト「健康社⾧」の利活用
○児童・生徒に対する食育
・食育ヘルシー文庫、食育アプリ等の利活用
○児童・生徒に対する生活習慣病予防
・イベント時の栄養指導 等

○自殺対策への協力
・企業を対象とした自殺予防ゲートキーパー
養成講座実施への協力

○ひきこもり対策への協力
・支援者向け研修会実施の際の講師紹介等
の協力

○高校生のための心の健康づくり支援
・授業での専門医等講師紹介の協力
○精神障がいにも対応した地域包括ケアシス
テム構築への協力
・保健・医療・福祉等関係者の連携サポート

○市民に対する熱中症対策
・ドラッグストア等に対するコミュニティオ
アシス周知依頼及び開設依頼への協力

・熱中症対策アンバサダー（指導者）の養成
講座の実施

・ポスターを活用した予防啓発
・小中学校での熱中症教材の利
活用

【目的】新潟市・大塚製薬株式会社が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用した協働
による取組みを推進することにより、一層の地域の活性化及び市民サービスの向上を図る

※協定に基づく取組みの内容は現時点で想定しているものであり、今後の協議・調整により変更となる可能性があります。

5 災害対策に関すること
○支援物資への協力
・災害時に製品を支援物資として提供
○災害時医療体制構築のための支援
・避難所等で薬の管理を行う薬剤師の養成協力
・災害時医療体制構築のためのノウハウの提供

4 スポーツ振興に関すること
○スポーツ活動の活性化や安全
対策への協力
・スポーツ指導員養成研修での
講師等の協力


